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９．会議の概要

議 長 ただ今 から平 成２７ 年第８回仙北市 農業委員会総会を開会いたします。

議 長 田植え もほと んど終 わりましたと思 いますが、だいぶ晴天も続き作業も

はかど ってい ること と思いま す。た だこの 後の天 気がち ょっと心 配される

ところです。このまま天候も荒れないでくれれば幸いです。

議 長 それで は、本 日の総 会への出席委員 は２１名。欠席は６名。よって、本

総会は定足数に達しております。

議 長 次に、 議事録 署名員 並びに会議書記 の指名をこちらからしてよろしいで

しょうか。

『異議なし』の声

議 長 それで は議事 録署名 員１５番倉橋委 員、１６番大石委員両名を指名しま

す。会議書記には門脇参事を指名します。

議 長 本日の 会議の 日程に つきましては、 お手元に配布している議事日程に従

い進行いたします。ご異議ございませんか。

『異議なし』の声

議 長 異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。

伊藤局長 《会務諸報告、報告１の朗読及び説明》（９時１０分）

議 長 ありが とうご ざいま した。各推薦委 員からの報告は議事終了後にお受け

した いと思 っております。それでは日 程５、報告に入りたいと思います。

事務局よりお願いします。



伊藤局長 報告１、仙北市農業施策に関する建議書の回答について報告します。

詳細については、回答書の記載のとおりでございます。

報告 ２、消 費税率引 き上げ ・相続税課税強化に伴う要望 について報告しま

す 。 秋 田 県 農 業 会 議 へ の 要 望 書 の 提 出 内 容 に つ き ま し て は 、 別 紙 に 記 載

のとおりでございます。

報告 ３、農 地法第３ 条の３ 第１項の規定による届出につ いてです。届出が

５ 件 あ り 、 受 理 し た 旨 を ご 報 告 し ま す 。 詳 細 に つ い て は 資 料 に 記 載 の と

おりでございます。

報告 ４、農 地の転用 事実確 認に関する回答書についてで す。届出人は角館

町 薗 田 地 区 の ○ ○ さ ん で 申 請 所 在 地 が 角 館 町 薗 田 地 区 の ２ 筆 。 変 更 後 の

地 目 が 宅 地 、 地 積 が 計 １ ７ ． ６ ２ ㎡ 。 昭 和 年 月 日 不 詳 か ら 宅 地 と し て 利

用 さ れ て お り 、 法 務 局 へ の 転 用 事 実 確 認 申 請 を お こ な っ て お り ま す 。 現

地 の 確 認 に つ き ま し て は 、 ４ 番 佐 藤 委 員 ・ １ ８ 番 草 彅 委 員 ・ ２ ０ 番 山 手

委 員 に 確 認 を お 願 い し ま し た 。 状 況 を 確 認 し ま し た が 、 農 地 と し て 利 用

することはできないと判断し、回答しております。以上です。

議 長 報 告が終 わりまし た。そ れでは議事に入ります。議案 第１９号、農地法

第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に 対 す る 可 否 決 定 に つ い て を 上 程 し ま す 。

説明をお願いします。

伊藤 局長 議案 第１９ 号。農地 法第３ 条の規定による許可申請に対 する可否決定につ

い て 。 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 許 可 申 請 が あ っ た の で

審 議 の う え 許 可 の 可 否 を 求 め る 。 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ８ 日 提 出 。 仙 北 市 農 業

委員会会長羽川正幸。

門脇 参事 内容 につい て説明し ます。 整理番号１番と２番は譲受人 が同じであります

の で 、 併 せ て 説 明 し ま す 。 整 理 番 号 １ 番 に つ い て 、 農 地 の 所 在 が 角 館 町

西 長 野 地 区 の 計 １ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が １ ， ２ ４ ２ ㎡ 。 整 理 番

号 ２ 番 に つ い て は 、 農 地 の 所 在 が 角 館 西 長 野 地 区 の 計 ２ 筆 。 こ ち ら も 登

記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が ２ ， ８ ５ ６ ㎡ 。 整 理 番 号 １ 番 ・ ２ 番 共 に ３ 条 無

償 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は 整 理 番 号 １ 番 に つ い て は 田 沢 湖 田

沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 整 理 番 号 ２ 番 に つ い て は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○

○さ ん。整 理番号１番・２番共に譲受 人は角館町西長野地区の○○さん。

申 請 事 由 は 、 整 理 番 号 １ 番 ・ ２ 番 の 譲 渡 人 は 介 護 施 設 へ の 入 居 に よ る 生

前 一 括 贈 与 、 譲 受 人 は 生 前 一 括 贈 与 に 対 す る 受 贈 に な り ま す 。 続 い て 整

理番 号３番 。農地の所在が角館町白岩 地区の計１筆。登記簿現況共に田。

面 積 が ２ ， ７ ６ ３ ㎡ 。 ３ 条 賃 貸 借 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 貸 付 人 は 東 京 都

江 東 区 の ○ ○ さ ん 。 借 受 人 は 角 館 町 白 岩 地 区 の ○ ○ さ ん 。 １ ０ ａ あ た り

○ ○ 円 で 年 額 ○ ○ 。 期 間 が ５ 年 間 。 申 請 事 由 は 、 貸 付 人 は 農 業 廃 止 に よ

る も の で 借 受 人 は 経 営 規 模 の 拡 大 で す 。 整 理 番 号 ４ 番 、 農 地 の 所 在 が 角

館 町 雲 然 地 区 の 田 １ ３ 筆 畑 １ 筆 合 計 １ ４ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 及 び 畑 。

面 積 が 田 ３ ３ ， ３ ２ ３ ㎡ 、 畑 １ ， ４ ４ ３ ㎡ 、 合 計 ３ ４ ， ７ ６ ６ ㎡ 。 ３ 条

使 用 貸 借 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 貸 付 人 は 角 館 町 雲 然 地 区 の ○ ○ さ ん 。 借

受人 は同じ く角館町雲然地区の後継者 であります○○さん。申請事由は、

農業者年金の受給による経営移譲になります。説明は以上です。

議 長 説明が 終わり ました 。現地確認報告 に入ります。整理番号１番・２番に

つ い て は １ ４ 番 辻 委 員 が 担 当 で す が 、 欠 席 で す の で 、 事 前 に 提 出 さ れ た

３条調書を参考に審議していただきたいと思います。

《 整理番号 １番２ 番について、農地法 第３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 次に、整理番号３番については２０番山手委員よりお願いします。

20番 山 手 《整理番号３番について、農地法第３条調書に基づき現地確認報告》



議 長 次に、整理番号４番については２６番鈴木委員よりお願いします。

26番 鈴木 《整理番号４番について、農地法第３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第１９号につきましては許可 することにご異議

ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第１９号について は許可することに

決定します。（９時３５分）

議 長 次に 、議案 第２０号、 農地法第５条第１項の規定によ る許可申請につい

てを上程します。説明をお願いします。

樫尾係長 内容について説明します。

（議案第２０号、整理番号１番を議案書をもとに朗読）

整 理番号 １番につ いて、 土地の所在が角館町小館。転 用目的が一般個人

住 宅 。 転 用 理 由 は 土 地 所 有 者 の 子 で あ る 事 業 者 夫 婦 は 、 現 在 ア パ ー ト に

居 住 し て い る こ と か ら 、 今 後 の こ と を 考 慮 し 、 所 有 者 宅 近 辺 と し て 当 該

申請地へ一般個人住宅の建築を行う。説明は以上です。

議 長 説 明が終 わりまし た。こ こで現地確認報告に入ります 。整理番号１番に

ついて４番佐藤委員よりお願いします。

４番佐藤 《整理番号 1番について、農地法第 5条第 1項 調書に基づき現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第２０号については許可相当 とすることにご異

議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議案 第２０号については許可相当と決定

します。 （９時４５分）

議 長 次に、 議案第 ２１号 、農用地利用集 積計画に対する意見決定についてを

上 程 し ま す が 、 議 長 で あ る 私 が 利 害 関 係 者 で あ る 退 席 す る こ と と な り ま

す が 、 議 長 を 藤 村 会 長 職 務 代 理 者 へ 交 代 を お 願 い し ま す が ご 異 議 ご ざ い

ませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議長 を藤村会長職務代理へ交代します。

（議長退席）（９時４８分）

職務代理 暫時議長を交代します。円滑な審議をよろしくお願い致します。

そ れ で は 議 事 に 入 り ま す 。 整 理 番 号 １ 番 か ら ２ 番 ・ ８ 番 か ら １ ６ 番 を

上程します。説明をお願いします。

髙橋主 事 議案第 ２１号 。農業 経営基盤強化促 進法に基づく農業地利用集積計画に

対 す る 意 見 決 定 に つ い て 。 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 の 規 定 に 基

づ き 、 別 紙 の と お り 農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 策 定 に つ い て 仙 北 市 長 よ り 諮

問 を 受 け た の で 、 審 議 の う え 意 見 の 決 定 を 求 め る 。 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ８ 日

提出。仙北市農業委員会会長、羽川正幸。

髙橋主 事 内容に ついて 説明し ます。整理番号 １番、農地の所在が田沢湖田沢地区

の 計 ６ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が １ ３ ， ０ ９ ５ ㎡ 。 利 用 権 の 新 規 の

設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方

は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ a当 た

り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○ 円 で 期 間 が １ ０ 年 間 。 次 に 整 理 番 号 ２ 番 、 農 地 の 所

在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の 計 １ １ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 は ４ ， ７ ３ ０



㎡ 。 利 用 権 の 新 規 の 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の

○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水

田 と し て 。 １ ０ a当 た り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○ 円 で 期 間 が ３ 年 間 。 次 に 整 理 番

号 ８ 番 、 農 地 の 所 在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の 計 ３ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面

積 は ２ ， ３ ２ ２ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 東 京 都

豊 島 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は

水 田 と し て 。 １ ０ ａ 当 た り 米 ○ ． ○ 俵 の 年 米 ○ ○ 俵 で 期 間 が ３ 年 間 。 次

に 整 理 番 号 ９ 番 、 農 地 の 所 在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の 計 ６ 筆 。 登 記 簿 現 況 共

に 田 。 面 積 は ４ ， ６ ６ ４ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の

は 東 京 都 豊 島 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利

用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ ａ 当 た り 米 ○ ． ○ 俵 の 年 額 ○ ○ 俵 で 期 間 が ３

年 間 。 次 に 整 理 番 号 １ ０ 番 、 農 地 の 所 在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の 計 ７ 筆 。 登

記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 は １ ２ ， ０ ６ １ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設 定 で す 。 利 用 権

を 設 定 す る の は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 田

沢 地区の ○○さん。利用 目的は水田として。○○の地番 ３筆については、

減 反 に よ り 無 償 で 期 間 が ３ 年 間 。 そ の 他 の 地 番 に つ い て は 、 １ ０ ａ 当 た

り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○ 円 で 同 じ く 期 間 は ３ 年 間 次 に 整 理 番 号 １ １ 番 、 農

地 の 所 在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の 計 ８ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 は １ ， ９

５ ９ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の

○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水

田 と し て 。 １ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○ 円 で 期 間 が ３ 年 間 。 次 に 整 理

番 号１２ 番、農地の所在 が田沢湖田沢地区の計２筆。登 記簿現況共に田。

面 積 は １ ， ９ ４ ３ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 田 沢

湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。

利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○ 円 で 期 間 が ３ 年

間 。 次 に 整 理 番 号 １ ３ 番 、 農 地 の 所 在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の 計 １ 筆 。 登 記

簿 原 野 ・ 現 況 田 。 面 積 は １ ６ ６ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定

す る の は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区

の○ ○さん 。利用目的は水田として。 無償の契約となり、期間が３年間。

次 に 整 理 番 号 １ ４ 番 、 農 地 の 所 在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の 計 ４ 筆 。 登 記 簿 現

況 共 に 田 。 面 積 は １ ４ ， ２ ２ ３ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定

す る の は 田 沢 湖 生 保 内 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地

区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ ａ 当 た り 米 ○ ． ○ 俵 の 年 額

米○○俵で期間が３年間。

次 に整理 番号１ ５番、 農地の所在が田 沢湖田沢地区の計４筆。登記簿田が

３ 筆 ・ 雑 種 地 １ 筆 ・ 現 況 は 全 て 田 。 面 積 は ７ ， ２ ９ ７ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設

定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は

同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ ａ 当 た

り 米 ○ ． ○ 俵 の 年 額 米 ○ ○ 俵 で 期 間 が ３ 年 間 。 次 に 整 理 番 号 １ ６ 番 、 農

地 の 所 在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の 計 ８ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 は ４ ， １

４ ２ ㎡ 。 利 用 権 の 再 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 田 沢 湖 生 保 内 地 区

の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は

水 田 と し て 。 １ ０ ａ 当 た り 米 ○ ． ○ 俵 の 年 額 米 ○ ○ 俵 で 期 間 が ３ 年 間 。

説明は以上です。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

３番野 中 整理番 号１０ 番につ いて、減反と書 かれている内容について、もう１度

説明をお願いします。

高橋主 事 整理番 号１０ 番につ いては、○○の ３地番については、減反として前回



の 契 約 と 同 様 に ○ ○ 円 で の 貸 借 と な り 、 他 の 地 番 に つ い て は 、 ○ ○ 円 と

な り ま す 。 議 案 右 側 の 備 考 に 記 載 し て い る 金 額 に つ い て は 、 前 回 の 契 約

内容となっております。

26番 鈴 木 減反 という ことだけれ ども、その内訳としてはどのよ うなものなのか。

高橋 主事 稲 作が適 当ではな い田の 状況で稲以外の作付をすると のこと。その他に

立地条件や田の状況によってこのように金額設定がなされた。

24番 糸 井 新規 案件の 場合は論点 になると思われますが、今回の 議案説明について

再 設 定 の 説 明 も あ る こ と か ら 、 今 回 の 内 容 に つ い て 事 務 局 に な に か し ら

の相談等あったのか。

伊藤 局長 特 に相談 等があっ たわけ でもなく、前回契約とも内容 がかけ離れた内容

で は な い 。 特 に 相 談 等 は あ っ た こ と は な い 。 た だ 今 回 も で す が 再 設 定 の

案件については、契約価格等については下がってはきている。

高橋 主事 通 常であ れば再設 定の案 件については、利用調整会議 にも案件として提

出 さ れ て お り 、 本 来 で あ れ ば 説 明 を 割 愛 さ せ て い た だ い て い ま す が 、 今

回 に つ い て は 、 利 害 関 係 者 が あ る こ と か ら 、 説 明 及 び 審 議 を お こ な っ て

おります。

議 長 よろしいでしょうか。他にご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第２１号整理番号１番・２番 ・８番から１６番

については、このとおり策定することにご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第２１号整理番号 １番・２番・８番

か ら １ ６ 番 に つ い て は 適 正 で あ る と 認 め る こ と に 決 定 し ま す 。 こ こ で 議

長を交代致します。 （議長入室）（１０時０９分）

議 長 それで は議長 を交代 致します。それ では次に議案第２１号整理番号４番

を 上 程 し ま す が 、 利 害 関 係 者 の 退 席 を お 願 い 致 し ま す 。 １ ７ 番 佐 藤 委 員

の退席を求めます。

（１７番佐藤委員退席）（１０時１０分）

議 長 それでは議案第２１号整理番号４番について説明をお願いします。

高橋主 事 整理番 号４番 、農地 の所在が田沢湖 刺巻地区の計１筆。登記簿現況共に

田 。 面 積 は １ ， ３ ０ ０ ㎡ 。 利 用 権 の 新 規 の 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る

の は 田 沢 湖 刺 巻 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 刺 巻 地 区 の ○

○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ a当 た り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○ 円 で 期 間

が３年間。説明は以上になります。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無いよ うです ので、 議案第２１号整 理番号４番については、このとおり

策定することにご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議案 第２１号整理番号４番については適

正であると認めることに決定します。

（１７番佐藤委員入室）（１０時１４分）

議 長 それで は次に 議案第 ２１号整理番号 ５番を上程しますが、利害関係者の

退席をお願い致します。２３番大石委員の退席を求めます。

（２３番大石委員退席）（１０時１５分）

議 長 それでは議案第２１号整理番号５番について説明をお願いします。

高橋主 事 次に整 理番号 ５番、 農地の所在が田 沢湖梅沢地区の計１筆。登記簿現況

共 に 田 。 面 積 は ２ １ ３ ㎡ 。 利 用 権 の 新 規 の 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る



の は 田 沢 湖 梅 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 梅 沢 地 区 の ○

○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ a当 た り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○ 円 で 期 間

が５年間。説明は以上になります。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第２１号整理番号５番につい ては、このとおり

策定することにご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第２１号整理番号 ５番については適

正であると認めることに決定します。

（２３番大石委員入室）（１０時１８分）

議 長 そ れでは 次に議案 第２１ 号整理番号１７番を上程しま すが、利害関係者

の退席をお願い致します。１５番倉橋委員の退席を求めます。

（１５番倉橋委員退席）（１０時１８分）

高橋主事 議案第２１号整理番号１７番、農地の所在が田沢湖生保内地区の計１筆、

登記簿現況共に田。面積は１，１１９㎡。利用権の設定の再設定です。

利用 権を設 定するの は神奈 川県横須賀市の○○さん。受 ける方は田沢湖生

保 内 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ ａ 当 た り 米 ○ ． ○ 俵 の 年

額米○○俵で期間が５年間。説明は以上になります。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第２１号整理番号１７番につ いては、このとお

り策定することにご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議案 第２１号整理番号１７番については

適正であると認めることに決定します。

（１５番倉橋委員入室）（１０時２２分）

議 長 それで は次に 議案第 ２１号整理番号 １番から２番・４番から５番・８番

から１０番を除き一括上程します

高橋主 事 次に整 理番号 ３番、 農地の所在が田 沢湖田沢地区の計３筆。登記簿現況

共 に 田 。 面 積 は ５ ， ０ ９ ４ ㎡ 。 利 用 権 の 新 規 の 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定

す る の は 田 沢 湖 生 保 内 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 同 じ く 田 沢 湖 生 保 内

地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ a当 た り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○

円 で 期 間 が ３ 年 間 。 次 に 整 理 番 号 ６ 番 、 農 地 の 所 在 が 角 館 町 雲 然 地 区 の

計１ 筆。登 記簿現況共に田。面積は１ ７０㎡。利用権の新規の設定です。

利 用 権 を 設 定 す る の は 角 館 町 雲 然 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る 方 は 角 館 町 八

割 地 区 の 有 限 会 社 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 １ ０ a当 た り ○ ○ 円 の 年 額 ○

○ 円 で 期 間 が １ ０ 年 間 。 次 に 整 理 番 号 ７ 番 、 農 地 の 所 在 が 西 木 町 上 桧 木

内 地 区 の 計 １ ４ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 は ８ ， ５ ６ ０ ㎡ 。 利 用 権 の

新規 の設定 です。利用権を設定するの は西木町上桧木内地区の○○さん。

受 け る 方 は 同 じ く 西 木 町 上 桧 木 内 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し

て 。 １ ０ a当 た り ○ ○ 円 の 年 額 ○ ○ 円 で 期 間 が ３ 年 間 。 次 に 整 理 番 号 ８ 番

か ら ３ ６ 番 ま で は 先 ほ ど 説 明 し た 案 件 も 含 ん で お り ま す が 、 再 設 定 の 案

件 と な っ て お り ま す 。 ３ 年 の 契 約 が １ ８ 件 ・ ５ 年 の 契 約 が １ ０ 件 ・ ６ 年

の 契 約 が １ 件 と な っ て お り ま す 。 利 用 調 整 会 議 で も 問 題 な い と 判 断 さ れ

たものですので説明は割愛させていただきます。以上です。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり



議 長 無 いよう ですので 、議案 第２１号については、このと おり策定すること

にご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第２１号について は適正であると認

めることに決定します。 （１０時３２分）

議 長 次 に議案 第２２号 、現況 非農地証明願に対する可否決 定についてを上程

します。説明を求めます。

樫尾 係長 議 案第２ ２号、現 況非農 地証明願に対する可否決定に ついて。別紙のと

お り 、 現 況 非 農 地 証 明 願 の 提 出 が あ っ た の で 、 審 議 の う え 許 可 の 可 否 を

求める。平成２７年６月８日提出。仙北市農業委員会会長、羽川正幸。

樫尾 係長 内 容につ いて説明 します 。整理番号１番。農地の所在 が西木町小山田字

外 谷 地 地 区 の １ 筆 。 登 記 簿 地 目 田 。 現 況 山 林 原 野 。 面 積 は 計 １ ， １ ６ ９

㎡ で ご ざ い ま す 。 申 請 人 は 角 館 町 山 谷 川 崎 地 区 の ○ ○ さ ん 。 非 農 地 の 事

由 は 平 成 ６ 年 頃 か ら 山 林 原 野 化 と な っ て お り ま す 。 現 況 写 真 で 山 林 原 野

化しているのが確認できます。以上です。

議 長 説 明が終 わりまし た。現 地確認報告を整理番号１番に ついては９番齋藤

委 員 に お 願 い し て お り ま し た が 、 欠 席 で す の で 事 務 局 よ り 再 度 説 明 を お

願いします。

樫尾 係長 報 告しま す。５月 ２５日 に申請者○○さんと事務局と 田村委員・齋藤委

員 で 現 地 を 確 認 し て き ま し た 。 写 真 の と お り で 杉 の 木 や 雑 木 が あ り 現 状

が 農 地 で は な く 、 今 後 も 農 地 と し て の 利 用 が 不 可 能 で は な い と い う こ と

を確認してきました。以上です。

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無いよ うです ので、 議案第２２号に ついては非農地として可とすること

にご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議案 第１７号、現況非農地証明願に対す

る可否決定については許可することに決定します。（１０時４１分）

議 長 予定され ていた 議案は終了しました 。次に、各推薦委員からの報告等あ

りましたらお願いします。

５ 番 平 岡 （ 議 会 委 員 会 の 日 程 ・ 合 併 １ ０ 周 年 記 念 行 事 関 連 予 算 関 係 に つ い て ・ 議

会アンケートについて）

10番 佐 藤 特に無し

16番 大 石 特に無し

18番 草 彅 (ナ ラシ対策の加入推進状況について )

議 長 ありがとうございました。他に質問等ありませんか。

15番 倉 橋 先月の５条転用案件について、その後の経過はどのようになっているか。

３番野 中 先月の ５条転 用案件 上桧木内地区の 一般個人住宅についてですが、前回

総 会 の 説 明 を 若 干 訂 正 さ せ て 頂 き ま す 。 こ の 地 区 は 農 業 集 落 排 水 か ら 除

外 さ れ て お り ま す 。 事 業 計 画 書 等 に は 汲 み 取 り 式 と の 申 請 が あ っ た わ け

で す が 、 合 併 処 理 浄 化 槽 と な り ま す 。 但 し 合 併 処 理 浄 化 槽 で あ っ て も 年

に１～２度の汚泥汲み取りが必要になります。以上になります。

議 長 他に質問等ありませんか。

26番 鈴 木 １８番草 彅委員 へ質問ですが、昨年 の米価下落があったわけですが、３

年 前 く ら い に 農 協 を 転 貸 人 と し て 結 ん だ 契 約 に つ い て の 小 作 料 の 変 更 な

どの条件変更を検討しているのか。



高橋 主事 現 在その ような問 い合わ せが多々きておりますが、小 作料額の変更など

に つ い て は 、 貸 付 人 と 農 協 、 農 協 と 借 受 人 の 契 約 変 更 の 届 け 出 を 提 出 し

て い た だ け れ ば 、 契 約 内 容 の 変 更 は 可 能 で す 。 事 前 に 額 な ど の 調 整 は お

こ な っ て い た だ く こ と に な り ま す が 、 農 協 に 申 し 出 て も 問 題 な い と 思 わ

れます。

18番 草彅 事務局より説明があったとおりです。

議 長 他に質問等ございませんか。

22番 真 崎 先ほ ど議会 から説明の ありました合同庁舎についてで すが、それについ

て のアン ケートがされて 、意見の集約などが行われてい ると思いますが、

議 員 １ ９ 名 が 角 館 の 病 院 跡 地 ・ 現 施 設 の 利 用 に つ い て 賛 成 反 対 ど の よ う

になっているのか。またどのような割合なのか

５番 平岡 庁 舎につ いては、 現状十 分な論議がまだされていると ころであり、様々

な 意 見 が 出 て い る と こ ろ で す 。 そ の う え で の 予 算 執 行 や 議 会 に か か る な

ど 様 々 な 手 続 き も あ る こ と で す の で 、 現 状 で は な か な か 具 体 的 な 回 答 は

難しいところです。

議 長 他 に質問 等ござい ません か。それではこちらから多少 注意事項をお話し

し ま す 。 今 総 会 に つ い て 、 欠 席 が 多 い と 思 わ れ ま す 。 各 々 の 事 情 は あ る

と 思 わ れ ま す が 、 最 低 限 事 務 局 へ の 連 絡 を 行 っ て ほ し い で す し 、 今 後 は

事 前 に 連 絡 を し て も ら い 、 総 会 当 日 の 欠 席 連 絡 な ど は 極 力 避 け て も ら え

るように委員各位にご協力をお願いします。

議 長 次に、協議及び連絡に入ります。事務局よりお願いします。

伊藤 局長 最 後に連 絡事項で すが今 年も１１月に種苗交換会、１ １月２日には農業

委 員 会 大 会 が 開 催 さ れ ま す が 、 視 察 先 の 決 定 や 宿 泊 先 に つ い て 前 泊 か 後

泊 か な ど の 取 り 決 め を 行 わ な い と い け ま せ ん 。 視 察 希 望 先 な ど が あ り ま

したらお願いします。

議 長 色々と 希望が あると は思いますが、 事務局へ一任してもよろしいでしょ

うか。希望等ある場合は事務局へお話ししてください。

『異議無し』の声

議 長 他に質問等ございませんか。

23番 大 石 話が前後 してす みませんが、議事録 についてですが、先ほど議長から議

事 録 の 内 容 に つ い て は 、 公 表 さ れ て い る と お 話 が あ り ま し た が 市 の ホ ー

ム ペ ー ジ を 以 前 見 た と き は ま だ 今 年 度 の は 公 表 さ れ て い な か っ た と 思 い

ま す 。 そ れ か ら 委 員 の 総 会 出 欠 に つ い て の 規 定 な ど は あ り ま す で し ょ う

か。

高橋主 事 議事録 につい ては、 作成が遅れまし て大変申し訳ありませんでした。現

在 順 次 作 成 を し て お り 、 委 員 の 方 か ら の 署 名 が 済 み 次 第 、 順 次 ホ ー ム ペ

ージを上げる予定です。

23番 大 石 作成にど のくら いの時間を要するか わかりませんが、ある程度リアルタ

イ ム で ホ ー ム ペ ー ジ 等 へ 上 げ る よ う に し て 頂 か な い と い け な い と 思 い ま

すので、よろしくお願いします。

議 長 詳しい 農業委 員会総 会の出欠の規定 はわかりませんが、公選にて選出さ

れ た 委 員 と し て 責 任 を 持 っ て 総 会 へ の 参 加 を し て 頂 き た い と の 考 え か ら

個人的に感じており、今回お話をしたわけです。

議 長 他にご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声

議 長 それで は以上 をもち まして平成２７ 年第７回仙北市農業委員会総会を閉

会いたします。お疲れ様でした。（１０時５７分）
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